
受 

付 

日 平成   年  月  日 

時 午（前・後）  時  分 

発 言 通 告 書 

 

大月市議会議長 

小泉 二三雄  殿 

              

大月市議会議員 小林 信保 

次のとおり大月市議会会議規則第（５１・６２）条の規定により通告します。 

発 言 の 種 類 質  疑 ・討  論  一 般 質 問 （代 表・個 人） 

発言要旨（大項目） 発言要旨（中項目） 内   容  ・  説  明  

１．富士・東部地域患

者情報共有シス

テム（FT ネット）

について  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

２．医師の働く環境

について 

 

 

 

 

 

（１）富士・東部地域患

者情報共有システ

ム（FT ネット）につ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）医師の働く環境に

ついて 

 

 

 

 

 

・FTネットの役割と住民が受けるメリットは何か 

 

・より多くの患者さんに診療情報共有の同意書

を提出してもらう為にどのような方針で臨むのか 

 

・北都留医師会や町のお医者さん等は同意書

の提出に対しどのように対応をするのか 

 

・北都留医師会や町のお医者さん等に対しネッ

ト環境整備や i-pad の初期設定や操作指導は

誰がどのようにするのか 

 

 

・働く環境整備に向けた取り組みはどのようにな

っているか 

 

・市民にもできる事があるんだという意識啓発の

為の取り組みを通じて行動する市民を作り出す

為の取り組みついてはどう考えているか 

 

注 １．発言者は、議長の定めた期間内に本通告書を提出してください。 

  ２．一般質問・質疑については発言要旨（大項目・中項目）及び内容・説明を、討論については反対 

又は賛成の別を記載してください。 

  ３．発言要旨は、質意・内容をできるだけ分かりやすく、具体的に明記してください。太枠内の大項目

及び中項目を発言通告項目とし、これを議場配付資料に掲載しますのでご了承を願います。 

    なお、発言の際は、通告書に記載された内容に沿って発言していただくことになります。 

（   枚目／   枚中） 

 

 



言要旨（大項目） 発言要旨（中項目） 内   容  ・  説  明  

３．産婦人科を婦人

科にする理由に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

４．大月市職員採用

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．観光ボランティ

アについて 

 

 

 

（１）産科オープン（セミ

オープン）システムにつ

いて 

 

 

 

 

（２）産婦人科を婦人科

にする理由について 

 

（１）職員採用試験につ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）専門職の採用につ

いて 

 

 

 

 

（１）山の観光ボランティ

ア数について 

 

 

 

 

・産科オープン（セミオープン）システムとはどの

ようなシステムなのか 

 

・これまで産科オープン（セミオープン）システ

ムについて検討した経過はあるか。又今後検討

していくのか。 

 

・何故 今このタイミング産婦人科を婦人科に改

めてしまうのでしょうか。 

 

・職員採用試験案内に「若干名」とする理由に

ついて 

 

・これまで試験結果の開示を求められた場合ど

のように対応していたのか 

 

・今後、採用試験案内にこの開示請求の記述を

すべきと思うがどのように考えるか 

 

・今年の一般行政職の合格人数と競争倍率は 

 

・過去の合格者数、競争倍率の発表はどのよう

にして公開してきたか 

 

・専門職と一般職の試験は分けているのか。 

 

・情報管理 共有 発信に対しソフト、ハード両

面において専門知識を有した人材確保につい

てどう考えているか 

 

・観光ボランティア数の推移はどのようになって

いるか 

 

・どのような方法で山の観光ボランティアの育成

をしていくのか 

 

注 １．発言者は、議長の定めた期間内に本通告書を提出してください。 

  ２．一般質問・質疑については発言要旨（大項目・中項目）及び内容・説明を、討論については反対 

又は賛成の別を記載してください。 

  ３．発言要旨は、質意・内容をできるだけ分かりやすく、具体的に明記してください。太枠内の大項目

及び中項目を発言通告項目とし、これを議場配付資料に掲載しますのでご了承を願います。 

    なお、発言の際は、通告書に記載された内容に沿って発言していただくことになります。   


